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二
条
天
皇
と
後
白
河
上
皇
の
応
保
元
年

曽
　

我
　

良
　

成

は
じ
め
に

　

サ
テ
コ
ノ
平
治
元
年
ヨ
リ
応
保
二
年
ま
で
三
四
年
ガ
程
ハ
、
院
・
内
、
申

シ
合
ツ
ゝ
同
ジ
御
心
ニ
テ
イ
ミ
ジ
ク
ア
リ
ケ
ル
程
ニ
、（
中
略
）
サ
テ
主
上

二
條
院
世
ノ
事
ヲ
バ
一
向
ニ
行
ハ
セ
マ
イ
ラ
セ
テ
、
押
小
路
東
洞
院
ニ
皇
居

ツ
ク
リ
オ
ハ
シ
マ
シ
テ
、
清
盛
ガ
一
家
ノ
者
サ
ナ
ガ
ラ
ソ
ノ
辺
ニ
ト
ノ
ヰ
所

ド
モ
ツ
ク
リ
テ
、
朝
夕
ニ
候
ハ
セ
ケ
リ
、
イ
カ
ニ
モ
イ
カ
ニ
モ
清
盛
モ
タ
レ

モ
下
ノ
心
ニ
ハ
、コ
ノ
後
白
河
院
ノ
御
世
ニ
テ
世
ヲ
シ
ロ
シ
メ
ス
コ
ト
ヲ
バ
、

イ
カ
ガ
ト
ノ
ミ
オ
モ
ヘ
リ
ケ
ル
ニ
、
清
盛
ハ
ヨ
ク
ヨ
ク
ツ
ツ
シ
ミ
テ
イ
ミ
ジ

ク
ハ
カ
ラ
ヒ
テ
、
ア
ナ
タ
コ
ナ
タ
シ
ケ
ル
ニ
コ
ソ
、

（『
愚
管
抄
』
巻
第
五
）

　

こ
れ
は
平
清
盛
が
後
白
河
上
皇
と
二
条
天
皇
の
間
を
「
ア
ナ
タ
コ
ナ
タ
」
し
た

と
い
う
、『
愚
管
抄
』
の
有
名
な
一
節
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
、
平
清
盛
が
上
皇

と
天
皇
の
間
を
ど
ち
ら
か
に
偏
る
こ
と
な
く
、
等
間
隔
外
交
で
う
ま
く
立
ち
回

り
、
そ
の
後
の
勢
力
拡
大
へ
繋
げ
て
行
っ
た
時
期
を
表
現
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ

て
い
る
。

　

「
院
・
内
、
申
シ
合
ツ
ゝ
同
ジ
御
心
ニ
テ
イ
ミ
ジ
ク
ア
リ
ケ
ル
」
と
い
っ
た
状

態
が
、
応
保
二
年
頃
を
境
目
と
し
て
、「
二
條
院
世
ノ
事
ヲ
バ
一
向
ニ
行
ハ
セ
マ

イ
ラ
セ
」
と
い
っ
た
状
況
に
変
化
し
た
と
『
愚
管
抄
』
は
述
べ
て
い
る
。
後
白
河

上
皇
と
二
条
天
皇
の
関
係
、
さ
ら
に
は
そ
の
両
者
に
平
清
盛
が
ど
の
よ
う
に
関
っ

て
い
た
の
か
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
、
応
保
年
間
が
重
要
な
時
期
と

な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
応
保
年
間
の
院
や
天
皇
を
め
ぐ
る
政
治
状
況
に
つ
い
て
『
源
平
盛

衰
記
』（
巻
二
）
は
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
物
語
で
あ
る
『
源
平
盛
衰
記
』

を
一
次
史
料
と
同
様
に
扱
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
、
そ
の
言

葉
に
一
時
耳
を
傾
け
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

応
保
元
年
九
月
十
五
日
ニ
ハ
、
左
馬
権
頭
平
頼
盛
、
右
少
弁
時
忠
被
二

解

官
一

ケ
リ
。
是
ハ
高
倉
の

院
ノ
宮
ニ
テ
御
座
ケ
ル
ヲ
、
太
子
ニ
立
テ
奉
ラ
ン

ト
謀
り

ケ
ル
故
也
。
又
上
皇
政
務
ヲ
不
レ

可
二

聞
こ
し

召
す

一

之
由
、
清
盛
の

卿

申
し

行
ヒ
ケ
リ
。
君
ノ
威
忽
ニ
廃
レ
、
臣
ノ
驕
り

速
か

ニ
イ
チ
ジ
ル
シ
。
同
日

ノ
除
目
ニ
以
二

信
範
一

被
レ

任
二

右
少
弁
一

、
以
二

時
忠
一

可
レ

被
レ

補
二

五
位
の

蔵
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人
一

之
由
、
院
ヨ
リ
執
り

申
サ
セ
給
ひ

ケ
ル
ニ
、
彼
の

両
人
ヲ
バ
被
二

解
官
一

テ
、

以
二

長
方
一

被
レ

任
二

右
少
弁
一

、
以
二

重
方
一

被
レ

補
二

五
位
ノ
蔵
人
一

ケ
リ
。「
天

子
ニ
ハ
無
二

父
母
一

、
上
皇
ノ
仰
せ

ナ
レ
バ
ト
テ
、
政
務
ニ
私
ヲ
不
レ

可
レ

存
ず

」

ト
仰
せ

ケ
ル
ト
ゾ
聞
こ

エ
シ
。
誠
ニ
求
二

其
の

人
一

、
被
レ

置
二

其
の

官
一

ト
モ
、

上
皇
の

御
素
意
ニ
ハ
忽
ニ
相
違
セ
リ
。
延
喜
ノ
聖
主
ノ「
天
子
ニ
無
二

父
母
一

」

ト
テ
、
寛
平
法
皇
ノ
仰
せ

ヲ
背
か

セ
給
ひ

ケ
ル
ヲ
バ
、
御
誤
り

ト
コ
ソ
申
し

伝
へ

タ
ル
ニ
、
思
し

召
し

出
だ

サ
セ
給
ハ
ザ
リ
ケ
ル
ニ
ヤ
、
諫
諍
ノ
臣
モ
諂
ひ

ケ
ル

ニ
ヤ
、
政
道
ニ
ハ
叶
ひ

給
ヘ
レ
共
、
孝
道
ニ
ハ
大
ニ
背
ケ
リ
ト
ゾ
。

　

ひ
と
ま
ず
、『
源
平
盛
衰
記
』
に
従
う
と
す
れ
ば
、
応
保
元
年
九
月
十
五
日
の

除
目
に
関
し
て
、
以
下
の
三
つ
の
点
を
指
摘
で
き
る
。

　

①
出
生
間
も
な
い
皇
子（
の
ち
の
高
倉
）を
皇
太
子
に
就
け
よ
う
と
し
た
た
め
、

左
馬
頭
平
教
盛（『
盛
衰
記
』
の
「
頼
盛
」
は
誤
り
）と
右
少
弁
平
時
忠
が
、

解
官
さ
れ
た
。

　

②
こ
の
と
き
、後
白
河
上
皇
は
政
務
に
関
る
べ
き
で
は
な
い
と
、平
清
盛
が
「
申

し
行
」
っ
た
。

　

③
こ
の
と
き
の
除
目
で
、
平
信
範
を
右
少
弁
に
、
平
時
忠
を
五
位
蔵
人
に
補
任

す
る
よ
う
に
と
い
う
後
白
河
上
皇
か
ら
の
要
望
と
は
異
な
り
、
右
少
弁
に

は
藤
原
長
方
、
五
位
蔵
人
に
は
藤
原
重
方
が
補
任
さ
れ
た
。

　

こ
の
九
月
十
五
日
除
目
に
つ
い
て
は
、『
山
槐
記
』
応
保
元（
一
一
六
一
）年
九

月
十
五
日
条
に
記
事
が
あ
る
。

有
除
目
云
々
、
権
中
納
言
・（
藤
ヵ
）
俊
通
宰
相
中
将
労
、
超
越
公
保
、
光
忠
、

顕
長
、
参
議
同
親
隆
坊
官
労
、
少
納
言
同
資
隆
、
右
少
弁
藤
長
方
五
位
蔵
人

労
、
大
膳
権
大
夫
安
部
広
賢
、
左
京
大
夫
藤
顕
広
元
権
大
夫
、
権
大
夫
平
信

範
（
元
蔵
人
少
納
言
）、摂
津
守
高
階
泰
経
元
出
羽
、常
陸
介
藤
範
季
元
近
江
、

近
江
守
同
実
清
兼
、
出
羽
守
同
為
信
大
夫
尉
労
、
佐
渡
守
小
槻
隆
職
永
業
辞

摂
津
申
任
、
左
中
将
藤
兼
雅
第
七
少
将
、
超
越
通
家
、
基
家
、
実
守
、
通
能
、

実
宗
、
修
範
、
但
已
上
六
人
皆
任
日
下
臈
也
、
少
将
同
泰
通
元
侍
従
、
左
衛

門
佐
同
雅
隆
、
右
衛
門
督
平
清
盛
如
元
也
、
権
佐
藤
光
方
、
尉
源
為
経
、
左

馬
権
頭
平
経
盛

　

宣
旨

　
　

別
当
　

清
盛
如
元
、

　
　
　
　
　

使
藤
光
方

　
　

蔵
人
、

　
　
　
　
　

藤
重
方
皇
后
宮
権
大
夫
也
、
地
下
人
也
、

　
　

解
官
、

　
　
　
　
　

左
馬
権
頭
兼
常
陸
介
平
教
盛
、

　
　
　
　
　

右
少
弁
兼
右
衛
門
佐
平
時
忠
、

『
山
槐
記
』
に
よ
れ
ば
、
平
教
盛
と
平
時
忠
が
解
官
さ
れ
た
こ
と
、
右
少
弁
に
藤

原
長
方
、
蔵
人（
五
位
）に
藤
原
重
方
が
そ
れ
ぞ
れ
補
任
さ
れ
た
こ
と
が
、
事
実
と

し
て
確
認
で
き
る
だ
け
で
、
そ
の
背
後
に
『
源
平
盛
衰
記
』
が
描
く
よ
う
な
事
情

が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
平
清
盛
が
後
白
河
の
政

務
へ
関
る
べ
き
で
は
な
い
と
「
申
し
行
」
っ
た
か
ど
う
か
の
記
述
も
な
い
。

　

①
の
平
教
盛
と
時
忠
の
解
官
に
つ
い
て
は
、『
帝
王
編
年
記
』
応
保
元

（
一
一
六
一
）
年
九
月
十
五
日
条
に
「
院
中
人
々
有
事
解
官
左
馬
権
頭
教
盛
朝
臣
、

右
少
弁
時
忠
等
也
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
、『
百
錬
抄
』
応
保
元
（
一
一
六
一
）
年

九
月
十
五
日
条
に
は
「
右
少
弁
時
忠
已
下
解
官
、
是
彼
妹
小
弁
殿
上
西
門
院
女
房
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誕
上
皇
皇
子
之
旨
、
世
上
嗷
々
之
説
云
々
」
と
あ
る
。
こ
の
記
述
が
事
実
を
述
べ

た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
時
忠
の
妹
が
産
ん
だ
皇
子
を
皇
太
子
に
立
て
よ
う
と
す

る「
院
中
人
々
」の
動
き
が
あ
り
、
こ
の
結
果「
解
官
」の
措
置
が
執
ら
れ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
が
、
ど
ち
ら
も
後
の
時
代
の
編
纂
物
で
あ
り
、『
百
錬
抄
』
に
「
世

上
嗷
々
之
説
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

本
稿
で
は
③
の
除
目
に
関
し
て
の
、
二
条
天
皇
と
後
白
河
上
皇
と
の
関
係
に
つ

い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
②
の
平
清
盛
と
二
条
天
皇
・
後
白
河
上

皇
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
稿
を
あ
ら
た
め
て
扱
う
こ
と
に
し
た
い
。

　

一
　

九
月
十
五
日
除
目

　

応
保
元
年
頃
の
除
目
に
つ
い
て
、
天
皇
が
ど
の
よ
う
に
決
定
し
て
い
た
か
、
史

料
に
即
し
て
見
て
み
よ
う
。『
山
槐
記
』
応
保
元（
一
一
六
一
）年
四
月
一
日
条
を

以
下
に
引
用
す
る
。『
山
槐
記
』
の
記
主
で
あ
る
藤
原
忠
親
が
各
方
面
と
連
絡
に

あ
た
っ
て
い
る
記
事
で
あ
る
。
な
お
、（
院
）は
後
白
河
上
皇
、（
内
）は
二
条
天
皇
、

（
大
）は
大
殿
忠
通
の
意
向
・
動
き
、
を
示
す
た
め
筆
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
院
）
次
申
院
司
、
有
御
合
点
、
又
被
加
仰
事
多
之
、
又
賜
御
報
書
、
可
持

参
大
殿
、
後
見
成
親
朝
臣
中
将
事
、
経
房
時
忠
正
五
位
下
事
也
、

（
大
）
次
参
大
殿
進
御
書
、
申
折
紙
子
細
付
長
定
、
仰
云
、
如
被
仰
下
任
何

事
之
有
乎
、
次
於
直
廬
如
御
合
点
更
書
折
紙
、

（
院
）
持
参
院
、
仰
云
、
此
定
早
可
仰
下
、

（
内
）
次
参
内
奏
聞
、仰
云
、早
可
仰
下
、頗
多
々
之
由
内
々
有
天
気
（
中
略
）

次
上
卿
召
内
記
、
以
詞
被
仰
叙
位
、

正
五
位
下

　

藤
経
房
（
祖
父
為
隆
卿
去
天
承
二
年
春
日
行
幸
行
事
賞
）、

　

平
時
忠
（
前
待
賢
門
院
去
大
冶
五
年
御
給
）、

後
白
河
上
皇
は
二
条
天
皇
か
ら
送
ら
れ
た
人
事
案
に
「
合
点
」
を
加
え
る
と
と
も

に
、
そ
の
人
事
案
に
は
な
か
っ
た
事
項
、
す
な
わ
ち
、「
成
親
朝
臣
中
将
事
、
経

房
時
忠
正
五
位
下
事
」
の
二
点
に
つ
い
て
の
意
向
を
大
殿
藤
原
忠
通
に
送
っ
た
。

忠
通
は
、院
の
合
点
と
意
向
に
基
づ
き
折
紙
を
作
成
し
、院
へ
返
送
し
た
。
院
は
、

こ
れ
を
確
認
し
た
上
で
「
此
定
早
可
二

仰
下
一

」
と
天
皇
へ
連
絡
し
た
。
二
条
天

皇
は
、
忠
親
に
対
し
内
々
に
「
頗
多
々
之
由
」
を
洩
ら
し
た
。
恐
ら
く
こ
れ
は
、

後
白
河
か
ら
の
要
望
が
天
皇
の
予
想
よ
り
も
多
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
の
正
直
な

感
想
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
後
の
実
際
の
除
目
の
記
事
も
同
日
条
か
ら
引
用
し
て
お
く（
傍
線
筆
者
）。

次
除
目
被
始
行
、

神
祇
権
少
副
大
中
臣
為
定
（
父
祭
主
為
仲
挙
申
自
院
令
申
給
）、

左
少
史
大
江
広
康
（
文
章
生
、
自
院
令
申
給
）、

右
少
史
菅
野
頼
仲
（
出
納
一
臈
申
廷
尉
）、

内
舎
人
藤
佐
長
、
同
盛
元
、
同
忠
明
（
已
上
還
任
、
清
盛
卿
教
盛
朝
臣

申
頭
弁
示
之
）、
同
範
康
、
中
原
安
遠
、
源
憲
親
（
已
上
臨
時
内
給
）、

内
匠
少
允
中
原
宗
親
（
臨
時
内
給
、
蔵
人
少
納
言
奏
聞
付
予
）、

皇
后
宮
大
権
進
高
階
信
章
、
少
進
平
範
保
（
已
上
本
宮
請
、
右
付
内
々

被
申
院
云
々
）、

大
学
少
允
中
原
兼
遠
（
功
、
自
院
令
申
給
）、
少
属
高
橋
国
盛
（
寮
奏
）、
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主
計
属
惟
宗
範
行
（
寮
奏
、
信
範
申
定
付
予
）、

大
蔵
少
丞
中
原
親
基
（
上
西
門
院
去
年
御
給
）、

主
殿
頭
高
階
為
清
（
自
大
殿
令
申
給
）、

釆
女
佑
中
原
師
季
（
父
師
元
辞
但
馬
権
守
申
任
、
自
院
令
申
給
）、

弾
正
少
弼
源
保
信
（
自
院
令
申
給
）、

右
京
少
進
平
家
兼
（
女
御
殿
去
年
給
）、

左
近
将
曹
大
石
光
賢
（
府
奏
）、

右
近
中
将
藤
成
親
（
還
任
、
自
院
令
申
給
）、

左
衛
門
少
志
中
原
国
景
（
府
奏
、
自
院
令
申
給
）、

左
兵
衛
少
尉
平
信
季
（
蔵
人
）、
少
志
藤
時
兼
（
府
奏
）、

左
馬
助
藤
義
憲
（
元
右
）、

右
馬
助
藤
資
能
（
自
関
白
殿
令
申
給
）、

斎
院
長
官
高
階
為
清
、
次
官
藤
親
実
、
菅
原
忠
詮
、
判
官
藤
光
定
、
豊

原
親
国
、
主
典
賀
茂
義
継
、
大
江
義
廉
、

勘
解
由
判
官
三
善
仲
康
（
齋
院
御
車
功
）、

山
城
介
大
江
広
実
（
史
）、

下
野
守
大
江
信
遠
（
前
司
、
無
故
障
任
如
何
、
自
院
令
申
給
）、

但
馬
権
守
藤
忠
時
（
大
学
廟
器
功
）、

能
登
介
源
宗
綱
（
八
幡
行
幸
蔀
屋
功
）、

筑
後
権
守
橘
為
実
（
斎
院
宮
主
）、

　

（
中
略
）

今
夜
書
手
左
兵
衛
督
公
保
卿
也
、
書
聞
書
、
一
通
献
院
了
、
以
一
通
可
進
大

殿
、
一
通
可
進
関
白
殿
、
一
　

通
可
遣
大
理
之
許
之
由
示
蔵
人
退
出
了
、

以
上
あ
げ
た
四
〇
人
ほ
ど
人
事
の
う
ち
、
神
祇
権
少
副
大
中
臣
為
定
を
は
じ
め

と
す
る
九
人
が
「
自
レ

院
」
す
な
わ
ち
院
か
ら
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
人
物
で
あ

る
。
先
の
史
料
の
「
合
点
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
ほ

か
、「
自
二

大
殿
一

」
す
な
わ
ち
前
関
白
藤
原
忠
通
か
ら
、「
自
二

関
白
殿
一

」
す
な

わ
ち
現
関
白
藤
原
基
実
か
ら
の
申
し
入
れ
で
あ
る
。
ま
た
、「
清
盛
卿
教
盛
朝
臣

申
二

頭
弁
一

示
レ

之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
平
清
盛
・
教
盛
か
ら
頭
弁
を
介
し
て
天
皇

に
申
し
入
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
件
ず
つ
あ
っ
た
。
院
か
ら
の
九
件
は
「
頗
多
々
」

と
二
条
天
皇
が
洩
ら
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
一
件
ず
つ
の
依
頼
に
比
べ
れ
ば
、
た

し
か
に
多
い
。

　

ま
た
、「
書
二

聞
書
一

、
一
通
献
レ

院
了
、
以
二

一
通
一

可
レ

進
二

大
殿
一

、
一
通
可
レ

進
二

関
白
殿
一

、一
通
可
レ

遣
二

大
理
之
許
一

之
由
示
二

蔵
人
一

」
と
あ
る
よ
う
に
、
人

事
へ
の
依
頼
を
行
っ
て
き
た
院
・
大
殿
・
関
白
・
大
理
（
＝
検
非
違
使
別
当
平
清

盛
）
そ
れ
ぞ
れ
に
除
目
聞
書
が
届
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
結
果
が
報
告
さ
れ
て
い

る
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
時
点
で
は
権
中
納
言
に
過
ぎ
な
い
平
清
盛
が
、

大
殿
・
関
白
と
同
等
に
除
目
に
申
し
入
れ
を
行
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
除
目
聞
書
の
届
け
方
の
表
記
が
、
院
に
対
し
て
は
「
献
」、
大
殿
・
関
白
に

対
し
て
は
「
進
」、
清
盛
に
対
し
て
は
「
遣
」
と
、
使
い
わ
け
て
い
る
が
、
し
か

し
、
摂
関
家
と
同
等
に
人
事
に
介
入
で
き
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。

　

人
事
権
を
廻
る
天
皇
と
上
皇
の
関
係
に
つ
い
て
は
、『
玉
葉
』
治
承
元

（
一
一
七
七
）年
十
一
月
十
五
日
条
が
参
考
に
な
ろ
う
。

此
日
、
京
官
除
目
也
一
夜
儀
、
皇
居
閑
院
、
今
度
除
書
、
一
向
可
為
内
御
沙
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汰
、
院
不
可
知
食
之
由
被
申
云
々
、
仍
万
事
、
不
可
有
沙
汰
、
只
自
院
被
献

注
文
事
、
可
有
沙
汰
云
々
、

こ
の
と
き
の
天
皇
は
高
倉
天
皇
で
あ
る
が
、「
一
向
、
内
の
御
沙
汰
た
る
べ
し
」

と
い
う
こ
と
で
、
院
は
関
与
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ま
っ
た
く

上
皇
の
意
向
が
反
映
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
上
皇
か
ら
の
注
文
を
記

し
た
「
注
文
」
を
天
皇
の
許
へ
届
け
る
と
い
う
形
で
反
映
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

応
保
元
年
四
月
頃
に
は
、
後
白
河
院
か
ら
の
意
向
を
受
け
容
れ
て
人
事
を
行
っ

て
い
た
二
条
天
皇
で
あ
っ
た
が
、九
月
に
な
る
と
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

『
山
槐
記
』
応
保
元（
一
一
六
一
）年
九
月
十
九
日
条
に
、

蔵
人
治
部
大
輔
行
隆
奉
仰
、
祭
主
可
為
神
祇
大
副
大
中
臣
朝
臣
師
親
之
由
、

仰
内
府
云
々
、
被
改
為
仲
也
、
件
人
労
浅
不
当
仁
、
而
去
春
雖
依
院
宣
被
補
、

令
改
定
云
々
、

と
あ
り
、
さ
ら
に
廿
日
条
に
、

祭
主
神
祇
権
少
副
大
中
臣
為
仲
依
浅
労
無
功
、
以
大
副
大
中
臣
師
親
朝
臣
被

改
補
之
由
（
去
春
依
院
宣
件
為
仰
所
補
也
、
今
改
定
云
々
）、

と
あ
る
。
こ
の
と
き
、
祭
主
大
中
臣
為
仲
が
更
迭
さ
れ
、
か
わ
り
に
神
祇
大
副
大

中
臣
師
親
が
補
任
さ
れ
た
。、
為
仲
は
「
労
浅
」
い
人
物
、
す
な
わ
ち
本
来
は
祭

主
た
る
べ
き
功
績
の
持
ち
主
で
は
な
か
っ
た
が
、
院
宣
に
よ
り
無
理
に
補
任
さ
れ

た
人
物
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
系
図
で
為
仲
と
師
親
の
家
系
を
調
べ
て
も
そ
の

差
は
歴
然
で
あ
る
。
為
仲
は
大
中
臣
能
宣
の
子
宣
理
の
系
統
で
あ
る
が
、
そ
の

後
、
為
仲
に
至
る
ま
で
祭
主
に
な
っ
た
人
物
は
い
な
い
。
一
方
、
師
親
は
大
中
臣

能
宣
の
子
輔
親
の
系
統
で
あ
る
が
、
ほ
ぼ
代
々
祭
主
に
補
任
さ
れ
て
い
る
系
統
で

あ
る
。
系
譜
的
に
も
、
大
中
臣
為
仲
の
祭
主
補
任
は
あ
り
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た

が
、
院
宣
に
よ
っ
て
か
な
り
無
理
を
し
て
補
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

当
時
の
貴
族
社
会
の
慣
習
を
無
視
し
て
院
宣
に
よ
っ
て
補
任
さ
れ
た
大
中
臣
為

仲
は
、「
神
祇
権
少
副
大
中
臣
為
定
（
父
祭
主
為
仲
挙
申
自
院
令
申
給
）」（
前
掲

『
山
槐
記
』
応
保
元
年
四
月
一
日
条
）
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
さ
ら
に
息
子
の
為
仲

※　人名＝祭主に補任されたもの

系図　大中臣氏系図

『群書類従』系譜部「中臣氏系図・『続群書類従』系図部「大中臣

氏系図』による
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を
神
祇
権
少
副
に
推
挙
し
、
院
か
ら
の
要
望
と
し
て
除
目
に
於
い
て
補
任
が
実
現

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
応
保
元
年
四
月
段
階
ま
で
は
、
二
条
天
皇
は
貴
族
社

会
の
慣
習
・
通
例
か
ら
外
れ
た
後
白
河
上
皇
か
ら
の
無
理
な
人
事
要
求
を
受
け
容

れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
逆
に
言
え
ば
、
四
月
段
階
ま
で
は
後
白
河
上
皇
か
ら
の
無
理
な
人
事

要
求
に
応
じ
て
い
た
二
条
天
皇
が
、
祭
主
を
交
替
さ
せ
た
九
月
の
段
階
で
は
、
院

の
意
向
を
排
除
す
る
意
志
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
応
保
元
年
九
月

十
五
日
の
除
目
は
、
四
月
一
日
の
除
目
と
は
違
い
二
条
天
皇
の
独
自
の
意
志
が
色

濃
く
表
れ
て
い
る
筈
の
除
目
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
眼
で
九
月
十
五
日
の
除
目
を

見
る
と
き
、
後
白
河
上
皇
か
ら
の
右
少
弁
に
平
信
範
・
五
位
蔵
人
に
平
時
忠

）
1
（

を
任

じ
た
い
と
い
う
意
志
を
拒
否
し
た
上
で
の
左
馬
権
頭
平
教
盛
・
右
少
弁
平
時
忠
の

解
官
、
蔵
人
藤
原
重
方

）
2
（

・
右
少
弁
藤
原
長
方

）
3
（

の
補
任
に
は
、
二
条
天
皇
の
意
志
を

汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
解
官
の
理
由
が
、
後
の
高
倉
に
あ
っ
た
か

ど
う
か
を
示
す
確
証
は
な
い
が
、
そ
れ
に
匹
敵
す
る
理
由
が
な
け
れ
ば
こ
れ
程
の

解
官
は
行
わ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

冒
頭
に
示
し
た
『
愚
管
抄
』
に
は
「
平
治
元
年
ヨ
リ
応
保
二
年
ま
で
三
四
年
ガ

程
ハ
、
院
・
内
、
申
シ
合
ツ
ゝ
同
ジ
御
心
ニ
テ
イ
ミ
ジ
ク
ア
リ
ケ
ル
」
と
あ
っ
た

が
、
現
実
に
は
、
応
保
元
年
九
月
段
階
で
は
「
同
ジ
御
心
」
と
い
う
状
態
で
は
な

く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二
　

「
疎
遠
」
な
蔵
人

　

応
保
元
年
後
半
、
二
条
天
皇
が
後
白
河
上
皇
と
距
離
を
置
き
始
め
た
こ
と
を
人

事
面
か
ら
示
す
出
来
事
が
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
が
、
冒
頭
に
示
し
た
『
源
平
盛

衰
記
』
の
応
保
元
年
九
月
十
五
日
除
目
に
関
す
る
記
述
の
三
項
目
の
内
の

③
平
信
範
を
右
少
弁
に
、
平
時
忠
を
五
位
蔵
人
に
補
任
す
る
よ
う
に
と
い
う
後

白
河
上
皇
か
ら
の
要
望
と
は
異
な
り
、
右
少
弁
に
は
藤
原
長
方
、
五
位
蔵
人
に

は
藤
原
重
方
が
補
任
さ
れ
た
。

で
あ
る
。
た
だ
し
、
あ
く
ま
で
こ
れ
は
物
語
の
記
述
で
あ
り
、
史
実
か
ど
う
か
の

確
認
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

　

後
白
河
が
、
平
信
範
を
右
少
弁
に
、
平
時
忠
を
五
位
蔵
人
に
補
任
す
る
よ
う
に

指
示
し
た
こ
と
を
明
確
に
示
す
史
料
は
な
い
。
た
だ
し
、次
に
あ
げ
る『
山
槐
記
』

応
保
元
（
一
一
六
一
）
年
十
一
月
十
八
日
条
史
料
が
、
そ
の
こ
と
を
考
え
る
材
料

と
な
る
。

令
淡
路
守
宗
盛
被
仰
云
、職
事
皆
直
参
御
前
可
奏
申
者
、仍
所
咫
尺
龍
顔
也
、

凡
職
事
者
可
近
習
也
、
而
近
全
不
然
、
今
被
復
旧
儀
歟
、
日
来
参
御
前
職
事

頭
弁
雅
頼
朝
臣
、
蔵
人
治
部
大
輔
行
隆
等
也
、
予
、
蔵
人
右
少
弁
長
方
、
宮

内
大
輔
重
方
等
、
疎
遠
之
人
也
、

こ
の
史
料
に
関
し
て
は
、
古
く
龍
粛
氏
が
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　

天
皇
側
近
の
職
事
中
に
も
お
の
ず
か
ら
院
・
内
の
両
者
に
分
裂
し
て
い
て
、

院
側
と
目
さ
れ
た
者
は
お
の
ず
か
ら
敬
遠
さ
れ
て
、
定
め
ら
れ
た
職
務
に
も

鞅
掌
す
る
自
由
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い

）
4
（

。

つ
ま
り
、
龍
氏
は
、
史
料
に
「
疎
遠
」
と
表
現
さ
れ
た
蔵
人
頭
で
あ
る
予
（
＝
藤

原
忠
親
）、
蔵
人
長
方
、
蔵
人
重
方
を
「
敬
遠
さ
れ
て
」
お
り
、
そ
の
原
因
を
「
院
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側
と
目
さ
れ
た
者
」
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら

ば
、
必
然
的
に
「
日
来
、
御
前
に
参
る
」
蔵
人
頭
雅
頼
と
蔵
人
行
隆
は
、「
内
」

＝
二
条
天
皇
側
近
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
龍
氏
の
理
解
は
、

二
条
天
皇
は
院
側
と
目
さ
れ
る
忠
親
ら
三
人
を
遠
ざ
け
、
自
ら
の
側
の
雅
頼
・
行

隆
を
日
頃
、
側
近
と
し
て
側
に
置
く
よ
う
に
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
疑
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
こ
の
後
長
く
受
け
継

が
れ
て
き
て
お
り
、
文
学
の
世
界
に
お
い
て
も
、

長
方
は
蔵
人
で
あ
り
な
が
ら
二
条
天
皇
か
ら
疎
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
が
、
こ
れ
も
院
に
反
発
す
る
天
皇
の
感
情
が
院
に
近
い
長
方
に
ま
で
波
及

し
た
ゆ
え
で
は
あ
る
ま
い
か

）
5
（

。

な
ど
、「
院
に
近
い
」
藤
原
長
方
が
二
条
天
皇
か
ら
「
疎
ま
れ
て
い
た
」
と
い
う

理
解
と
な
り
受
け
継
が
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　

は
た
し
て
以
上
の
よ
う
な
理
解
は
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
？
　

た
と
え
ば
、
従

来
の
理
解
で
は
、
二
条
天
皇
側
で
あ
る
は
ず
の
藤
原
行
隆
は
永
暦
二
年
（
＝
応
保

元
年
）
二
月
段
階
で
「
後
白
河
院
庁
判
官
代

）
6
（

」
で
あ
り
、
第
一
表
で
示
し
た
よ
う

に
、
院
に
於
い
て
後
白
河
上
皇
へ
の
取
り
次
ぎ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
人
物
で

あ
る
。
色
分
け
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
「
院
に
近
い
」
人
物
で
あ
る
。

　

逆
に
、
従
来
の
理
解
で
は
後
白
河
上
皇
側
の
人
物
で
あ
る
は
ず
の
藤
原
長
方
は

「
公
人
」
で
あ
り
時
勢
に
お
も
ね
ら
ず
直
言
を
吐
く
人
物
で
あ
る
と
九
条
兼
実
か

ら
評
価
さ
れ
て
お
り

）
7
（

、
説
話
集
な
ど
に
お
い
て
も
同
様
の
評
価
を
受
け
て
お
り

）
8
（

、

職
務
上
、
院
の
た
め
に
任
務
を
果
た
す
こ
と
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
院
に
近
い
」

人
物
と
し
て
二
条
天
皇
か
ら
疎
ま
れ
る
よ
う
な
要
因
は
見
ら
れ
な
い
。
菊
池
紳
一

氏
が
「
三
事
を
兼
帯
し
た
実
務
官
僚
で
あ
り
、
院
に
近
侍
し
て
い
て
も
一
心
同
体

的
近
臣
と
は
違
」
う
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

）
9
（

と
お
り
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
龍
氏
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
て
い
る
理
解
に
は
、
ど
う
も
無

理
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
も
う
一
度
、『
山
槐
記
』
応
保
元
（
一
一
六
一
）
年
十
一

月
十
八
日
条
の
原
文
に
立
ち
戻
っ
て
み
よ
う
。

　

二
条
天
皇
の
こ
の
日
の
意
図
は
「
職
事
皆
直
参
御
前
可
奏
申
」、
す
な
わ
ち
今

後
蔵
人
天
皇
に
「
近
習
」
す
る
と
い
う
本
来
の
職
務
ど
お
り
全
員
が
御
前
に
参
上

し
て
「
直
に
」
上
奏
に
関
わ
る
よ
う
に
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
言
え

ば
、「
近
全
不
然
」
す
な
わ
ち
、

近
は
蔵
人
は
全
員
が
御
前
に
参
上
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
。
今
後
は
蔵
人
全
員
に
対
し
て
「
直
に
」
と
わ
ざ
わ
ざ
述
べ
て
い

る
の
で
、
今
ま
で
は
、
全
員
が
「
直
に
」
天
皇
に
上
奏
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
雅
頼
、
行
隆
の
二
人
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ

う
な
状
態
を
二
条
天
皇
は
良
し
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
「
今
被
復
旧

儀
」、
す
な
わ
ち
今
以
後
は
本
来
の
あ
り
方
に
戻
り
、
蔵
人
全
員
が
「
直
に
」
御

第1表　後白河院への申次院司

年 月 /日 人物

永暦元 11/23

11/29

12/02

12/03

12/06

12/07

12/11

12/15

12/20

12/23

12/29

時忠

時忠

行隆

行隆

行隆

時忠

行隆

行隆

行隆

行隆

行隆

応保元 04/09

04/12

07/20

08/06

08/09

08/12

08/17

盛隆

時忠

盛隆

光能

清雅

時忠

時忠

院宣示送

院宣示送

（出典『山槐記』）
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前
で
上
奏
せ
よ
、
と
い
う
意
志
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

二
条
天
皇
は
、
限
ら
れ
た
蔵
人
だ
け
が
上
奏
す
る
と
い
う
現
状
に
不
満
が
あ
っ

た
た
め
に
、
こ
の
よ
う
に
蔵
人
全
員
が
御
前
に
参
上
し
、
上
奏
に
関
わ
る
体
制
に

戻
し
た
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
在
、
雅
頼
・
行
隆
の
二
人
が
「
日
来
参
御

前
」
と
い
う
状
態
に
つ
い
て
不
満
を
も
っ
て
い
た
。
先
に
人
事
の
面
か
ら
見
た
よ

う
に
応
保
元
年
後
半
期
は
、
前
半
期
ま
で
の
後
白
河
の
意
向
を
受
け
容
れ
て
い
く

方
針
を
や
め
、
二
条
天
皇
独
自
の
方
向
を
打
ち
出
す
時
期
で
あ
る
。
今
ま
で
の
よ

う
に
雅
頼
・
行
隆
と
い
う
限
ら
れ
た
蔵
人
が
上
奏
を
行
っ
て
き
た
体
制
を
や
め
た

と
い
う
こ
と
は
、
従
来
の
理
解
と
は
逆
に
雅
頼
・
行
隆
こ
そ
が
後
白
河
上
皇
側
と

目
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
二
条
天
皇
は
、
忠
親
、
長
方
、

重
方
な
ど
、
政
務
に
練
達
し
人
望
の
あ
る
蔵
人
頭
・
蔵
人
を
側
近
に
置
く
こ
と

で
、
以
後
、
新
た
な
自
己
の
意
志
を
発
露
し
て
い
く
体
制
を
取
ろ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
龍
氏
の
解
釈
以
降
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
受
け
継
が
れ
て
き
た

史
料
の
理
解
は
誤
り
で
あ
り
、
む
し
ろ
「
院
・
内
」
の
色
分
け
も
正
反
対
に
理
解

す
べ
き
こ
と
が
指
摘
で
き
た
と
思
う
。
た
だ
し
、
こ
の
と
き
二
条
天
皇
か
ら
常
に

上
奏
す
る
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
た
三
人
の
人
物
は
、
院
司
に
も
な
っ
て
お
り
「
院
・

内
」
と
い
う
二
者
択
一
的
な
色
分
け
を
す
る
こ
と
は
正
確
で
は
な
い
。
政
治
的
能

力
が
無
い
（
そ
の
た
め
後
白
河
の
意
向
に
追
従
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
）
蔵
人
頭
雅

頼
）
10
（

、
長
く
院
の
取
次
院
司
を
務
め
た
（
院
の
意
向
を
天
皇
に
伝
え
る
伝
達
役
で
も

あ
っ
た
）
行
隆
を
排
除
し
、
政
務
に
練
達
し
た
蔵
人
頭
・
蔵
人
を
上
奏
に
加
え
、

本
来
の
天
皇
中
心
の
政
治
体
制
に
戻
し
た
い
と
い
う
の
が
、
二
条
天
皇
の
本
意

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

話
を
元
に
戻
そ
う
。
平
信
範
を
右
少
弁
に
、
平
時
忠
を
五
位
蔵
人
に
と
い
う
後

白
河
の
意
図
を
二
条
天
皇
が
拒
否
し
た
と
い
う
『
源
平
盛
衰
記
』
の
記
述
を
史
実

と
し
て
明
確
に
裏
付
け
る
史
料
は
な
い
。
し
か
し
、
平
信
範
は
家
格
的
に
も
能
力

的
に
も
右
少
弁
に
推
挙
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
平
時
忠

は
第
一
表
に
示
し
た
よ
う
に
藤
原
行
隆
と
同
時
期
に
院
の
取
り
次
ぎ
院
司
を
務
め

て
い
た
人
物
で
あ
り
、
後
白
河
が
行
隆
に
続
い
て
天
皇
の
側
近
に
送
り
込
み
、
自

分
の
制
御
の
下
に
二
条
天
皇
を
置
こ
う
と
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
で
あ
る
。

ま
た
、
行
隆
を
蔵
人
と
し
て
押
し
込
ま
れ
た
と
き
に
は
拒
否
し
な
か
っ
た
（
で
き

な
か
っ
た
）
二
条
天
皇
も
、
今
回
は
拒
絶
し
、
政
務
に
練
達
し
た
長
方
を
右
少
弁

に
、
重
方
を
五
位
蔵
人
に
任
じ
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
明
確
な
証
拠

は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
要
望
を
後
白
河
が
行
い
、
二
条
が
そ
れ
を
拒
否
し
た
蓋

然
性
は
高
い
。『
源
平
盛
衰
記
』
の
当
該
部
分
の
記
述
は
、
た
と
え
そ
れ
が
創
作

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
応
保
元
年
半
ば
頃
、
二
条
天
皇
が
後
白
河
上
皇
の
意
向
と

距
離
を
置
き
始
め
て
い
た
と
い
う
デ
リ
ケ
ー
ト
な
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
た
も
の

で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
二
条
天
皇
と
後
白
河
院
上
皇
の
関
係
に
と
っ

て
応
保
元
年
は
重
要
な
年
で
あ
っ
た
。『
愚
管
抄
』
に
「
平
治
元
年
ヨ
リ
応
保
二

年
ま
で
」
は
天
皇
と
院
の
間
は
「
同
ジ
御
心
ニ
テ
イ
ミ
ジ
ク
ア
リ
ケ
ル
」
状
態
で

あ
り
、
そ
の
後
、「
主
上
二
條
院
世
ノ
事
ヲ
バ
一
向
ニ
行
ハ
セ
マ
イ
ラ
セ
」
る
時

期
が
や
っ
て
く
る
と
記
し
て
い
た
が
、
実
際
に
は
そ
の
画
期
は
慈
円
の
言
う
応
保

二
年
よ
り
一
年
早
い
応
保
元
年
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、『
愚
管
抄
』
は
こ
の
両
者
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の
間
で
平
清
盛
が
「
ヨ
ク
ヨ
ク
ツ
ツ
シ
ミ
テ
イ
ミ
ジ
ク
ハ
カ
ラ
ヒ
テ
、
ア
ナ
タ
コ

ナ
タ
シ
ケ
ル
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
「
ア
ナ
タ
コ
ナ
タ
」
の
実
態
に
つ
い
て
も

「「
ア
ナ
タ
コ
ナ
タ
」
し
て
右
往
左
往
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
二
人
の
君
主
に
仕

え
て
盤
石
の
体
制
を
築
い
た
事
で
の
行
動
を
意
味
し
て
い
る

）
11
（

」
と
い
う
的
確
な
指

摘
が
あ
る
が
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た

い
。

註（
1
）

　

平
時
忠
は
後
白
河
院
庁
判
官
代
（
永
暦
二
年
二
月
廿
六
日
「
後
白
河
院
庁
下
文
」〈
平

安
遺
文
三
一
三
八
号
〉）
で
あ
り
、
後
掲
第
一
表
に
掲
げ
る
よ
う
に
院
へ
の
取
り
次
ぎ
を

行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
平
信
範
に
つ
い
て
は
、『
山
槐
記
』
応
保
元
（
一
一
六
一
）
年
八

月
十
二
日
条
に
、

今
夜
有
小
除
目
、
是
大
原
野
行
幸
之
間
成
功
之
人
前
成
功
之
人
也
、
仍
先
被
任
之
後

依
超
越
功
可
造
畢
之
故
云
々
、
頭
弁
書
所
望
輩
於
折
紙
昨
日
進
院
、
而
不
被
仰
彼
人
、

召
蔵
人
少
納
言
信
範
可
加
任
人
、
書
加
下
給
云
々
、
此
事
如
何
、

　
　

と
あ
る
。
超
越
功
を
所
望
す
る
人
々
の
折
紙
を
院
に
進
め
た
の
は
頭
弁
源
雅
頼
で
あ
っ

た
が
、
院
が
そ
の
処
理
の
為
に
召
し
た
の
は
平
信
範
で
あ
り
、
こ
こ
に
信
範
の
院
か
ら

の
信
頼
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
信
範
は
除
目
の
「
申
沙
汰
」
役
と
し
て
院
か

ら
指
名
（『
山
槐
記
』
応
保
元
年
八
月
十
七
日
条
）
さ
れ
て
い
る
。
の
ち
後
白
河
院
庁
四

位
別
当
（
嘉
応
元
（
一
一
七
一
）
年
十
一
月
廿
三
日
「
後
白
河
院
庁
下
文
」〈
平
安
遺
文

三
五
二
一
号
〉）
と
し
て
名
前
が
見
え
る
。

（
2
）

　

藤
原
重
方
も
平
時
忠
同
様
に
白
河
院
庁
判
官
代
（
永
暦
二
年
二
月
廿
六
日
「
後
白
河

院
庁
下
文
」〈
平
安
遺
文
三
一
三
八
号
〉）
で
あ
り
、「
今
度
御
使
下
向
之
間
事
、
長
方
不

奉
存
、
重
方
直
書
院
宣
」（『
玉
葉
』
承
安
三
年
七
月
十
七
日
条
）
と
あ
る
よ
う
に
院
宣

を
奉
じ
て
お
り
、
そ
の
肩
書
の
み
を
見
れ
ば
、
重
方
も
院
側
の
人
間
と
見
ら
れ
な
く
も

な
い
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
そ
の
よ
う
な
視
角
は
正
し
く
な
い
。

（
3
）

　

藤
原
重
方
同
様
に
、
長
方
の
父
顕
長
は
院
の
公
卿
別
当
（
永
暦
二
（
一
一
六
一
）
年

二
月
二
六
日
「
後
白
河
院
庁
下
文
」〈
平
安
遺
文
三
一
三
八
号
〉）
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

彼
自
身
、の
ち
に
後
白
河
院
庁
四
位
別
当
（
承
安
四
（
一
一
七
四
）
年
十
二
月
十
三
日
「
後

白
河
院
庁
下
文
」〈
平
安
遺
文
三
六
六
六
号
〉）
と
な
っ
て
い
る
。
内
・
院
の
二
者
択
一

的
色
分
け
は
適
当
で
は
な
い
。

（
4
）

　

龍
粛
「
院
・
内
の
相
剋
激
甚
に
赴
く
」（『
平
安
時
代
』「
後
白
河
院
の
治
世
に
つ
い
て

の
論
争
」
一
三
、一
九
六
二
）

（
5
）

　

中
村
文
「
藤
原
長
方
」（『
後
白
河
院
時
代
歌
人
伝
の
研
究
』
Ⅱ
二
条
天
皇
と
そ
の
周

辺
第
八
章
、
二
〇
〇
五
）

（
6
）

　

永
暦
二
（
一
一
六
一
）
年
二
月
二
六
日
「
後
白
河
院
庁
下
文
」〈
平
安
遺
文
三
一
三
八
号
〉

（
7
）

　

「
長
方
猶
公
人
也
、
不
諛
時
勢
吐
直
言
、
感
而
有
余
、
誠
是
諫
諍
之
臣
也
、
可
謂
直
可

謂
直
不
」（『
玉
葉
』
治
承
四
年
十
二
月
三
日
条
）

（
8
）

　

陣
定
の
定
文
を
そ
の
場
で
執
筆
で
き
た
人
物
と
し
て
「
ち
か
ご
ろ
当
座
に
あ
げ
た
る

人
は
、
俊
憲
の
宰
相
、
長
方
中
納
言
、
実
守
の
中
納
言
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（『
続
古

事
談
』
巻
第
二―

一
四
）。
ま
た
、
福
原
を
め
ぐ
る
所
謂
両
京
の
さ
だ
め
に
お
い
て
「
長

方
卿
ひ
と
り
少
し
も
所
を
お
か
ず
、
こ
の
京
を
そ
し
り
て
こ
と
ば
を
お
し
ま
ず
さ
ん
ざ

ん
に
い
ひ
け
り
」
と
述
べ
た
と
記
し
、
長
方
の
実
直
さ
を
伝
え
て
い
る
。（『
続
古
事
談
』

巻
第
二―

二
四
）

（
9
）

　

菊
池
紳
一
「
後
白
河
院
々
司
の
構
成
と
動
向
」（『
学
習
院
史
学
』
一
五
、一
九
八
〇
）

（
10
）

　

頭
弁
源
雅
頼
は
、「
雅
頼
虚
言
申
不
及
」・「
君
令
知
食
虚
言
之
人
歟
」（『
山
槐
記
』
応

保
元
年
十
一
月
十
九
日
条
）
と
あ
り
、
頗
る
評
判
が
悪
い
。

（
11
）

　

五
味
文
彦
「
天
皇
親
政
と
清
盛
」（
人
物
叢
書
『
平
清
盛
』
一
九
九
九
）

＊
本
稿
は
、
二
〇
〇
八
年
度
名
古
屋
学
院
大
学
研
究
奨
励
金
に
よ
る
成
果
で
あ

る
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
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